
日
隆
聖
人
伝
記
史
料
と
し
て
見
た
御
聖
教
紙
背
文
書
の
一
考
察

日

は
じ
め

に

法
華
宗
再
興
弘
通
唱
導
師
と
仰
が
れ
る
日
隆
聖
人
の
伝
記
を
研
究
す
る
に
つ
い
て
、
現
在
根
拠
と
さ
れ
る
主
要
な
資
料
は
、
江
戸

時
代
に
成
立
し
た
聖
人
の
伝
記
書
で
あ
る
。
そ
の
伝
記
書
も
十
種
類
程
存
在
す
る
と
思
わ
れ
た
が
、
検
討
の
結
果
三
種
類
程
に
集
約

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
室
町
時
代
に
活
動
さ
れ
た
聖
人
の
御
姿
を
御
入
滅
後
二
百
年
か
ら
三
百
年

後
に
著
さ
れ
た
伝
記
書
で
検
証
し
て
も
、
ど
れ
ほ
ど
実
像
に
迫
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
隔
靴
掻
痒
の
感
を
懐
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。

し
か
し
聖
人
に
関
わ
る
直
接
的
な
資
料
が
少
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
に
聖
人
伝
研
究
に
お
い
て
、
歴
史
的
史
料

を
補
う
も
の
と
し
て
、
聖
人
の
著
述
や
御
所
持
の
文
献
類
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

「御
聖
教
」
の
中
味
の
検
討
の
必
要
性
を
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
御
聖
教
の
執
筆
過
程
に
注
目
し
て
、
現
存
御
聖
教
の
紙
背
に
残
存
す
る
資
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
か

ら
、
何
か
聖
人
に
関
わ
る
歴
史
的
な
事
実
を
発
見
出
来
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
御
聖
教
の
紙
背
文
書
の
存
在
に

つ
い
て
の
悉
皆
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
回
は
既
に
紙
背
文
書
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
、
０

『御
書
文
段
』
②

『玄

文
止
諸
御
抄
出
処
』
０

『御
聖
教
切
九
枚
』
の
三
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

社
外
学
業
　
第

二
十
二
考

/Jヽ



一

『御
書
文
段
』
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て

現
在

『御
書
文
段
』
は
、
巻
子
本
全
五
巻
が
尼
崎
本
興
寺
に
格
護
さ
れ
て
い
る
。
五
巻
共
に
両
山
第
二
十
八
世
日
顕
上
人
に
よ
っ

て
修
覆
さ
れ
巻
子
本
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
も
の
で
、
五
巻
共
巻
末
に

「奉
修
覆
御
書
文
段
五
巻
内
　
貞
享
三
要
年
正
月
十
三
日

日
顕

（花
押
と

と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
五
巻
に
は
各
巻
の
順
序
を
示
す
番
号
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
各
巻
の
内
容
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
第

一
巻
　
観
心
本

尊
抄
文
段
。
第
二
巻
　
開
目
抄
文
段
　
報
恩
抄
文
段
。
第
三
巻
　
本
門
末
法
初
心
行
者
位
抄
文
段
　
当
体
義
抄
文
段
　
如
説
修
行
抄

文
段
　
法
華
宗
内
証
仏
法
血
詠
抄
文
段
。
第
四
巻
　
本
門
取
要
抄
文
段
　
本
尊
問
答
抄
文
段
　
守
護
国
家
論
　
法
華
題
目
抄
文
段

一
代
大
意
抄
文
段
。
第
五
巻
　
大
田
抄
文
段
　
本
門
治
病
抄
文
段
　
止
観
十
章
抄
文
段
　
エエ
正
観
抄
文
段
。
で
あ
る
。
こ
の
中

『観

心
本
尊
抄
文
段
』
は
、
聖
人
直
弟
日
信
上
人
が
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
は
全
て
日
隆
聖
人
の
真
筆
で
あ
る
。
そ
の
中
で

『守
護
国
家
論
』
は
宗
祖
の
科
文
を
文
段
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の

『御
書
文
段
』
に
つ
い
て
各
巻
ご
と
に
見
る
と
、

第

一
巻
の

『観
心
本
尊
抄
文
段
』
は
、
日
信
上
人
の
筆
写
に
よ
る
も
の
で
、
末
尾
に

「本
門
観
心
本
尊
抄

一
部
科
文
　
日
信

（花

押
と

と
あ
り
、
巻
頭
に
も
日
信
師
と
は
別
筆
で

「観
心
本
尊
抄
文
段
」
の
紙
片
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
紙
背
文
書
は
な
い
。

第
二
巻
は
、
『開
目
抄
文
段
』
『報
恩
抄
文
段
』
で
あ
る
が
、
『開
目
抄
文
段
』
に
は
紙
背
文
書
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
続
く

『報
恩
抄
文
段
』
に
は
紙
背
に
文
書
が
あ
り
、
同
文
段
の
巻
頭
に

「此
裏
暦

享
非
御
直
筆
候
　
貞
享
元
年
極
月
日
　
本
興
寺
日
顕

（花
押
と

の
貼
紙
が
あ
り
、
文
段
が
終

っ
て
も
紙
背
の
暦
を
出
来
る
だ
け
残
す
よ
う
に
表
具
さ
れ
て
い
る
。

第
三
巻
の

『本
門
末
法
初
心
行
者
位
抄
文
段
』
に
紙
背
文
書
は
な
い
。
『当
体
義
抄
文
段
』
は
紙
背
に
文
字
が
見
え
、
末
尾
に



「此
裏
暦
．享
非
御
直
筆
候
　
貞
享
元
年
極
月
日
　
日
顕

（花
押
と

の
貼
紙
が
あ
る
。
そ
し
て
紙
背
の
暦
は
次
の

『如
説
修
行
抄
文

段
』
の
手
前
で
切
断
さ
れ
て
い
る
。
『如
説
修
行
抄
文
段
』
と

『法
華
宗
内
証
仏
法
血
詠
抄
文
段
』
に
は
紙
背
文
書
は
見
ら
れ
な
い
。

第
四
巻
の

『本
門
取
要
抄
文
段
』
の
巻
頭
に

「此
裏
書
御
直
筆
．享
消
テ有
り
御
下
書
卜
見
タリ
貞
享
元
年
極
月
日
　
本
興
寺
日
顕

（花

押
こ

と
書
か
れ
た
貼
書
が
あ
り
、
紙
背
に
墨
線
で
抹
消
さ
れ
た
文
段
が
見
え
る
。
そ
し
て
最
後
に

「開
目
抄
文
段
早
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
紙
背
に
墨
線
で
消
さ
れ
た

『開
目
抄
文
段
』
の
存
在
が
知
ら
れ
た
。
次
の

『本
尊
問
答
抄
文
段
』
に
は
紙
背
文
書
は
見
ら

れ
な
い
が
、
末
尾
に

「永
享
八
年
九
月
下
旬
」
と
日
付
が
あ
り
、
こ
の
文
段
の
み
著
さ
れ
た
日
時
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の

『守
護
国
家
論
』
は
、
文
章
で
記
さ
れ
て
い
る
科
文
を
図
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
遺
文
で
は
全
七
段
が

一
体
の
も
の
を
、

大
文
第

一
～
第
三
を
上
巻
、
第
四
～
七
を
下
巻
と
三
分
し
て
い
る
点
が
異

っ
て
い
る
。
『守
護
国
家
論
』
『法
華
題
目
抄
文
段
』
コ

代
大
意
抄
文
段
』
に
紙
背
文
書
は
な
い
。

第
五
巻
の

『大
田
抄
文
段
』
『本
門
治
病
抄
文
段
』
『止
観
十
章
抄
文
段
』
『立
正
観
抄
文
段
』
の
全
文
段
に
紙
背
文
書
は
見
ら
れ

な
い
。

従

っ
て
日
隆
聖
人
の
御
書
文
段
の
中
、
『報
恩
抄
文
段
』
『当
体
義
抄
文
段
』
『本
門
取
要
抄
文
段
』
の
紙
背
に
暦
と
御
書
文
段
の

下
書
が
残
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
紙
背
の
資
料
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

０

『報
恩
抄
文
段
』
紙
背
の
暦
に
つ
い
て

紙
背
の
暦
は
断
簡
で
年
号
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
切
断
さ
れ
た
暦
を
貼
り
合
せ
て
用
紙
と
し
て
再
利
用
し
て
い
る
の
で
、
暦
の
上

下
が
逆
に
な

っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
暦
は
仮
名
暦
で
、
あ
る
年
の

一
月

一
日
か
ら
二
月
二
十

一
日
迄
、
五
月
二
十
四
日
か
ら
八
月

十
七
日
迄
、
八
月
十
八
日
か
ら
十

一
月
二
十
八
日
迄
の
三
枚
の
暦
を
つ
な
ぎ
合
せ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
暦
の
記
事
か

日
蔭
聖
人
伝
れ
史
料
と
し
て
几
た
御
聖
氷
紙
十
ぇ
吉
の
一
考
慕



表 I

紙数 法量 暦日付 連続性 月の大 。小、朔日干支

1 1/1-1/15 1月 小 甲戊

1/15-2/10 2月 大 癸如

2/11´-2/21

11/15´-11/28

10/19-11/14 11月 大 戊辰

9/25-10/19 10月小 己亥

34.2 9/1´-9/24 9月大 己巳

8/18-8/29

27.3 5/24´V6/14 6月大 辛丑

34.0 6/15-7/8 7月小 辛未

7/9-8/3 8月小 庚子

8/4-8/17

(法量は横幅寸法・糎、本紙縦24.0糎 )

ら
、
こ
の
年
の

一
月
は
大
の
月
で

一
月
朔
日
の
干
支
は
、

き
の
え
い
ぬ

（甲
戌
）
で
あ
り
、
二
月
は
大
の
月
で
朔
日

は
み
の
と
う

（癸
如
）
と
な
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
知
ら

れ
る
月
の
大
小
と
朔
日
の
干
支
は
表
Ｉ
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
暦
の
年
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
参
考
に

な
る
の
は

『本
尊
問
答
抄
文
段
』
の
年
時
が

で
水
享
八
年

九
月
下
旬
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
試
み
に
永
享

元
年
か
ら
同
十
年
迄
の
月
の
大
小
と
年
中
の
朔
日
の
干
支

を
掲
げ
る
と
表
Ⅱ
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
一
百
いが
合
致
す

る
年
号
を
見
る
と
、
永
享
七
年
の
暦
と

一
致
す
る
の
で
、

『報
恩
抄
文
段
』
の
紙
背
は
永
享
七
年
の
仮
名
暦
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

０

『当
体
義
抄
文
段
』
紙
背
の
暦
に
つ
い
て

紙
背
の
暦
は
仮
名
暦
で
、
日
付
は
五
月
十
三
日
か
ら
十

月
二
十
四
日
ま
で
切
れ
目
な
く
続
い
て
い
る
。
従
っ
て
こ

の
文
段
は
、
あ
る
年
の
暦
の
背
面
を
そ
の
ま
ま
用
紙
と
し

て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



表Ⅱ 月の大小と朔日干支 (永享元～10)
永享 1 3 4 5 7 8

大小 干支 大小 千支 大小 干支 大刻ヽ 千支 大刀 千支 大小 千支 大小 干支 大小 千支 大小 千支 大小 干支

1 大 戊申 癸如 丁如 大 辛酉 J 丙辰 大 己如 甲戌 戊辰 壬辰 丙戌

2 戊寅 壬 申 丙 申 辛如 大 乙酉 大 己酉 大 癸如 大 丁酉 大 辛酉 大 乙如

大 丁未 大 辛丑 大 乙 丑 庚申 イ 乙如 己郷 大 癸酉 大 丁卯 辛如 大 乙酉

4 刻 丁丑 4ヽ 辛未 乙未 大 己丑 甲申 戊申 癸如 丁酉 大 庚申 乙如

大 丙午 大 庚子 大 甲子 己未 大 癸丑 大 丁丑 壬 申 大 丙寅 大 庚寅 大 甲申

聞 5 丙申

6 大 丙子 大 庚 午 甲午 大 戊子 癸未 丁未 大 辛丑 大 乙 丑 庚 申 甲寅

7 刀 丙午 庚子 大 癸亥 戊午 壬子 丙子 辛未 乙未 大 己丑 大 癸未

間 7 大 辛巳

8 大 乙亥 大 己 巳 大 癸 巳 大 丁亥 辛亥 大 乙巳 庚子 甲子 己未 大 癸丑

4 乙 巳 大 己亥 癸亥 丁 巳 大 庚 辰 乙亥 大 己巳 大 癸 巳 大 戊子 癸未

大 甲戌 己巳 大 壬辰 大 丙戌 大 庚戌 大 甲辰 己亥 癸亥 戊午 大 壬子

甲辰 大 戊戌 大 壬戌 大 丙辰 大 庚辰 大 甲戌 大 戊辰 大 壬辰 丁亥 壬午

閏11 戊 辰

大 癸酉 大 丁酉 壬辰 大 丙戌 庚戌 大 甲辰 大 戊戌 大 壬戌 大 丙辰 大 辛亥

日
蔭
聖
人
伝
れ
史
料
と
し
て
几
た
衛
空
教
紙
背
夫
者
の
一
方
慕

年
号
は
不
明
で
あ
る
が
、
五
月
は
大
の
月
、
六
月
は
小
の

月
、
六
月
朔
日
は
ひ
の
と
ひ
つ
じ

（丁
未
）、
七
月
ひ
の
え

ね

（丙
子
）
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
表
Ⅲ
の
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
月
の
大
小
と
朔
日
の
干
支
の
二
点
に
つ

い
て
表
Ⅱ
を
見
る
と
、
永
享
六
年
に
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち

永
享
六
年
の
暦
で
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
の
で
あ
る
。

０

『本
門
取
要
抄
文
段
』
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て

紙
背
文
書
に
つ
い
て
日
顕
師
は
、
「此
裏
書
御
直
筆

ニ
テ

消
テ
有
り
御
下
書
卜
見
タ
リ
」
と
貼
紙
を
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
し
て
前
記
の
如
く
墨
線
で
消
さ
れ
て
い
る
も
の
の

『開
目

抄
文
段
』
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
し
か
し
同
文
段
の
清

書
さ
れ
た
も
の
が
、
『御
書
文
段
』
第
二
巻
に
収
載
さ
れ
て

い
る
の
で
、
双
方
の
同
異
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

こ
で
抹
消
さ
れ
た
部
分
は
あ
る
も
の
の
紙
背
の
文
段
を
判
読

し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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表 Ⅲ

紙数 法量 暦日付 連続性 月の大小、朔日干支

1 5/13´V6/4 5月大

6/5-6/28 6月小 丁未

6/29-7/22 7月 小 丙子

32.2 7/23-8/15 8月大 乙巳

8/16-9/8 9月 刀ヽ 乙亥

9/9-10/2 10月 大 甲辰

10/3´-10/24

(法量は横幅寸法 。糎、本紙縦24.5糎 )

Ｆ
一一一唯
ダ
門
流
通
出
本
門
八
品
上
行
所
伝
惣
名

一
念
三
千

三
世
十
方
十
法
界
生
仏
下
種
　
困
尊
論
信
謗
破
立

エ
ハ

一　

別
明
顕
密
二
宗
迷
惑
本
尊
起
謗
法
・

一
一　
仏
久
成
下
。
久
遠
本
地
能
開
独
尊
三
世
十
方
十
法
界
最

初
下
種
本
師
唯
我

一
人
慈
父
釈
尊
三
徳
有
縁
本
尊

〓
一　
而
天
台
下
背
諸
宗
謗
者
久
遠
寿
量
最
初
下
種

慈
父
釈
尊
起
不
孝
謗
法

一一　明依報附却」硼距一同一国刹Ｍ前述門意

口
日
日
日
日
日
日
――
――
日
日
日
日
日
□
（抹
消
）

結
寿
量

一
品
勝
権
述
諸
経



『
|

四
　
不
知
寿
下
背
諸
宗
本
師
釈
尊
受
謗
罪
出
証
文
・

五
　
伝
教
下
他
宗
所
依
経
諸
仏
菩
薩
人
天
等
最
初
下
種
皆
悉

顕
有
本
門
寿
量

一
念
三
千
・

エハ
　
花
厳
下
顕
密
諸
宗
盗
本
門
三
千
種
子
明
犯
法
楡
罪
・

サ
レ
ハ
下
惣
結
上
諸
文
一別
結
向
本
門
正
宗
流
通
已
下
意
・

殊
結
次
上
秀
句
已
下
文
義

一
念
三
千
種
子
意
・

Ｆ
四
　
予
事
由
下
正
決
上
疑
難
一顕
蓮
師
擁
護
正
義
・

口
日
日
日
日
日
日
――
日
日
日
日
――
――
――
日
日
日
日
日
日
――
日
日
日
日
興
抹
消
）

ロ
ーー
ーー
ー‐
―‐
―‐
日
目
――
日
興
抹
消
）

目
目
――
――
日
日
日
日
日
――
只
抹
消
）

第
五
　
日
蓮
案
云
下
　
ロ
ーー
ーー
ーー
‐―
‐―
―‐
―‐
―‐
―‐
国
（抹
消
）

口
日
日
日
日
目
目
目
日
日
日
日
日
日
日
――
――
日
目
只
抹
消
）

ロ
ーー
日
日
日
日
日
日
日
日
日
――
――
日
日
――
――
日
日
興
抹
消
）

重
別
挙
自
身
疑
以
種
々
文
義
。
　

摂
受
安
楽
智
者
現
加
守

護
一折
伏
愚
人
。
　

無
現
擁
護
冥
依
照
覧
顕
経
力
信
心
■
行
相

ロ
ーー
日
日
目
日
日
日
日
日
日
――
――
日
日
日
――
――
――
只
抹
消
）

一　

別
挙
今
経

一
会
本
尊
聖
衆
一如
説
行
者
現
疑
無
擁
護

一
一　
サ
レ
ハ
重
下
答
広
引
経
釈
顕
如
説
行
相
末
代
行
者
宿
善
無
福
．ラ

日
蔭
聖
人
伝
れ
文
着
と
し
て
見
た
御
聖
氷
紙
背
夫
昔
の
一
考
慕



惣
示
後
可
顕
一意
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
勝
利
故
成
折
伏
修
行
相
・

一
一　
挙
宝
塔
品
三
ケ
勅
宣
与
諸
宗
所
依
経
相
対
論
勝
劣
顕
妙
経
最

勝
純
明
諸
宗
謗
法
一為
三

三 |  |二
1上

挙
提
婆
品
ニ
ケ
諌
暁
示
　
弘

利
物
巨
大
又
〓

正
釈
提
婆
龍
女
作
仏
又
二
　
　
　
　
　
　
　
．

初
提
婆
　
一
一龍
女

余
経
与
今
経
対
判
邪
正
勝

結
提
婆
龍
女
作
仏

宣
勧
持
品
弘
経
三
類
怨
嫉
如
説
行
者

引
経
文
惣
釈
三
類
又
二

一

即

郷

乗

法
一暴

亦
四

「

一

国
轍

輔

‐‐‐‐

調

〓

「
三
日
――
――
炒
経
勧
持
品



上  

「

ｒ
四

三
類
障
難
之
如
説
行
人
又
三
像
法
怨
嫉
顕
末
法
正
時
三
類

一
先
顕
三
類
障
難
行
者

引
僣
家
未
来
記
備
助
証

引
仏
未
来
記
定
回
囲

別
次
第
出
経
釈
判
三
類
相

末
法
三
類
能
見
行
者
冥
示

所
見
三
類
相

末
法
三
類
顕
畢
誰
疑
者

示
伺、
求
如
説
行
着
　
故
日
本
国
但

口
饉
在
人
伝
れ
史
＃
と
し
て
几
た
衛
笙
永
紙
十
人
■
の
一
オ
ネ

依
過
去
信
■
誇
業
因
現
世
如
説
行
者
明
有

三
類
怨
嫉
値
不
値
又
為
田
国

軋
明

顕
如
説
行
者
亦

酵



| |
五 四

明 引

蔭隻』
~

折 釈
伏 義 明番

ミ  弘 簡 以署
や  経 別 三畿

り  等 禅 人 顕
責 宗 仏 末

1:種 i

大
文
第
三
惣
結
（
枷
同
嚇
喘
末
法
唱
導

本
門
南
無
妙
経
主
師
親
有
縁
久
遠
釈
尊
上
行
サ
タ
末
法
三
徳
有

縁
日
蓮
サ
タ
能
所
開
目

開
目
抄
文
段
早

紙
背
の
文
段
は

一
部
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
コ

標
断
疑
生
信
意
」
盆

、
断
疑
生
信
の
意
を
標
す

『主
要
御
書
』
五
七
頁
）
か
ら
始

ま
り
、
最
後
の
大
文
第
三
の
科
文

（『主
要
御
圭
昌

九
七
頁
）
ま
で
続
い
て
い
る
。
勿
論
文
段
の
下
書
と
思
わ
れ
る
の
で
、
墨
線
で
消

し
た
り
、
細
字
の
注
記
が
あ
っ
た
り
し
て
判
読
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
紙
背
の
文
段
草
稿
と
完
成
し
た

『開
目
抄
文
段
』
の
科
文

を
比
較
す
る
と
、
全
体
的
に
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
「第
五
日
蓮
案
云
下
　
重
別
挙
自
身
疑
以
種
々
文
義
会
之
　
摂
受
安
楽
智
者

現
加
守
護
折
伏
愚
人
無
智
悪
人
故
無
現
加
護
　
依
冥
照
覧
顕
経
力
仏
力
信
心
力
　
一
こ

（『主
要
御
書
』
六
五
頁
）
の
下
、
「サ
レ
ハ
重

下
　
答
広
引
経
釈
顕
如
説
行
相
末
代
行
者
宿
善
無
福
現
無
勝
利
故
成
折
伏
修
行
相
　
九
」
翁
主
要
御
圭
昌

六
五
頁
）
以
下
に
相
違
が

あ
り
、
九
に
分
科
す
る
と
こ
ろ
が
五
分
科
と
な
っ
て
い
る
。



ま
た
最
後
大
文
第
三
の
科
文
は
、
「惣
結
本
門
八
品
南
無
妙
法
蓮
花
経
三
徳
有
縁
久
遠
釈
尊
末
法
慈
父
上
行
サ
タ
人
界
応
同
主
師

親
日
蓮
大
士
開
目
」
翁
主
要
御
圭
邑

九
七
頁
）
に
対
し
て
、
草
稿
で
は

「惣
結
本
門
要
付
末
法
唱
導
主
師
観
」
「本
門
南
無
妙
経
主
師

親
有
縁
久
遠
釈
尊
上
行
サ
タ
末
法
三
徳
有
縁
日
蓮
サ
タ
能
所
開
目
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

日
隆
聖
人
は
、
『開
目
抄
文
段
』
の
草
稿
を
書
か
れ
、
そ
の
後
、
こ
の
文
段
を
完
成
し
清
書
さ
れ
た
後
、
草
稿
の
紙
背
に

『本
門

取
要
抄
文
段
』
を
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
た
め
、
『本
門
取
要
抄
文
段
』
は
、
『開
目
抄
文
段
』
よ
り
後
に
著
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た

『開
目
抄
』
に
関
し
て
、
文
段
の
草
稿
と
完
成
稿
の
両
方
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
検
討
に
よ
っ
て
聖
人
の
教
学
的
推

敲
の
跡
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

一
一

『玄
文
止
諸
御
抄
出
処
』
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て

『玄
文
止
諸
御
抄
出
処
』
に
つ
い
て
は
、
既
に
本
文
が
翻
印
さ
れ
て
お
頃
、
大
平
宏
龍
先
生
の
論
考
が
あ
る
。
そ
こ
で
は

制
作
年
代
を
知
る
記
述
は
全
く
な
い
が
、
筆
蹟
を
み
る
と
、
『開
述
顕
本
宗
要
集
』
や

『三
大
部
略
大
意
抄
』
の
筆
致
に
よ
く

似
て
お
り
、
筆
の
震
え
も
み
ら
れ
る
所
か
ら
、
隆
師
晩
年
に
近
い
筆
蹟
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
の
指
摘
が
あ
る
。
本
抄
の
紙
背
に
は
か
な
書
の
消
息
と
漢
文
体
の
文
章
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
紙
背
文
書
の
中
、
漢
文
体

の
文
章
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
本
抄
の
表
と
紙
背
文
書
の
関
係
を
整
理
す
る
と
表
Ⅳ
の
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
紙
背
の
漢
文
体
の
文
章
を
読
ん
で
み
る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

①
漢
文
１

（２
紙
表
　
紙
背
）

日
蔭
聖
人
伝
れ
史
料
と
し
て
几
た
々
聖
氷
紙
十
夫
者
の
一
考
幕



表Ⅳ

紙数 法量 紙背

見返し 17.2 霊
¨

表 かな文

裏 20.2 かな文

表 18.4 漢文 1

一異 漢文 2

表 かな文

裏 かな文

表 漢文 3

裏 漢文 4

表 漢文 5

一晏 漢文 6

表 漢文 7

裏 漢文 8

奥付 征
¨

(法量は横幅寸法、本紙縦29.0糎 )

仏
答
二
此
ノ
疑
一云
　
阿
逸
多
汝
等
ヵ
土日
所
ン
未
レ

見
一者
　
我
於
二是
娑
婆
世
」
界
一得
二阿
褥
多
羅

三
貌
三
菩
提
一已
テ
教
化
、ン示
導
孝
是
ノ
諸
ノ
菩
薩

調
二
伏
」
其
心
一　
令
レ
発
二
道
意
一等
云
云
　
又

云
我
於
二伽
耶
城
菩
提
樹
下
一坐
孝
得
レ成
こ

最

正
覚
一　
転
一一ン無
上
法
輪
一　
が
乃
教
二
化
孝
之
・

令
ユ初
テ発
二道
心
一　
今
皆
住
置

不
退
一乃
至

我
従
二
久
遠
一末
教
二
化
せ
り
是
等
衆
一等
云
云

此
レ等
ヲ弥
勒
等
ノ大
菩
薩
」

②
漢
文
２

（２
紙
裏
　
紙
背
）

精
進
ノ菩
薩
衆
ハ誰
ヵ為
に其
説
け法
ヲ教
化
γ
而
成
就
芳
従
励
誰
二初
テ発
”心
稗
こ

揚
シ何
ノ
仏
法
）ヵ
　
世
尊
我
昔
末
未
三曾
見
二是
事
一　
願

説
女
へ其
ノ所
従
ノ」
國
土
之
名
号
一　
我
常
二遊
卦
モ諸
国
一未
三曾
見
二是
ノ事
一　
我
於
此
衆
中
乃
不
Ｌ

識
二

人
一　
忽
然
二従
レ
地
出
タリ

願
ハ説

其^
ノ因
縁
“等
云
云
　
天
台
云
自
二寂
場
一已
降
」
今
座
已
往
ク
二十
方
ノ大
士
末
會
孝
不
レ絶
　
雖
レ
不
デ
可
レ
限
一　
我
以
補
処
ノ智

力
こ

悉
見
悉
知
ル　
而
ヲ於
二
此
ノ衆
一不
レ
識
二

人
一　
然
我
遊
二化
十
方
一視
二
奉
二諸
仏
一々

々
」
大
衆
快
ク
所
二
識
知
一等
云
云
　
妙
楽

云
智
人
ハ知
レ起
蛇
ハ自
識
レ蛇
等
云
云
　
経
釈
ノ心
分
明
也
」
所
詮
初
成
道
ョリ末
此
土
十
方
．ァ
此
等
ノ菩
薩
ヲ見
タ
テ
マ
ツ
ラ
ス
不
い
聞
申

也
」０
漢
文
３

（４
紙
表
　
紙
背
）

教
主
釈
尊
ノ御
弟
子
ニ
テ
ハ
候
ヘ　
サ
レ
ハ
宝
塔
品
．ス
此
等
ノ
大
菩
薩
ヲ仏
我
ヵ
御
弟
子
卜
」
ヲ
ホ
ス
故
諫
暁
云
告
諸
大
衆
我
滅
度
後
誰



能
護
持
読
誦
此
経
今
於
」
仏
前
自
説
誓
言
ト
ハ
シ
タ
ゝ
カ
ニ
仰
下
給
ヒ
シ
カ
　
又
諸
大
菩
薩
モ　
警
如
大
風
吹
」
小
樹
枝
卜
等
７
　
吉
祥

草
ノ大
風
二随
ヒ　
河
水
ノ大
海
へ引
ヵ
如
ク
仏
．ス
随

マ
イ
ラ
せ
シ
」
力
　
雖
レ
然
ト
ト
モ
霊
山
日
浅
子
夢
ノ如
ク
ウ
ツ
ゝ
ナ
ラ
ス
有
ヱ
　
證
前

之
宝
塔
ノ
上
．」

起
後
ノ宝
塔
有
テ十
方
ノ
諸
仏
末
集
せ
ル　
皆
我
ヵ
分
身
也
卜
名
乗
せ
給
宝
」
塔
ハ虚
空
．ラ
テ　
釈
迦
多
宝
坐
ヲ並
テ
　
日
月
ノ青

天
二並
ヒ出
せ
ル
カ
如
シ　
人
天
大
」
會
ハ星
ヲ
ツ
ラ
子
　
分
身
ノ諸
仏
ハ大
地
ノ
上
宝
樹
ノ
下
師
子
ノ沐
一ゼ

シ
マ
ス
花
」

０
漢
文
４

（４
紙
裏
　
紙
北己

聞
提
衆
生
卜
申
ハ九
法
界
　
衆
生
無
辺
誓
願
度
此
二満
足
ス　
我
本
立
誓
」
願
欲
令

一
切
衆
如
我
等
無
異
　
如
我
昔
所
願
　
今
者
已
満
足

等
云
云
諸
大
」
菩
薩
諸
天
等
此
ノ法
門
ヲ聞
テ領
解
ル
処
二云
　
我
等
従
昔
末
数
聞
世
尊
説
未
曾
」
如
是
深
妙
之
上
法
等
云
云
　
停
教
大

師
云
我
等
従
昔
末
数
聞
世
尊
説
ク
ハ謂
ク」
土日
間
法
華
経
ノ前
説
華
厳
等
大
法
也
　
未
曾
聞
如
是
深
妙
之
上
法
ィ
ハ謂
」
未
聞
法
華
経
ノ唯

一
仏
乗
ノ教
也
卜等
云
云
　
花
厳
方
等
般
若
深
密
大
日
等
ノ恒
」
沙
之
諸
大
乗
経

一
代
肝
心
タ
ル
　
一
念
三
千
大
綱
骨
髄
タ
ル　
一
一乗
作
仏

久
」
遠
実
成
等
未
レ聞
領
解
せ
り　
又
今
ヨ
リ
コ
ソ
諸
大
菩
薩
モ梵
帝
日
月
四
天
等
モ」

０
漢
文
５

（５
紙
表
　
紙
背
）

何
況
其
已
下
ヲ哉
　
此
ノ千
世
界
ノ大
菩
薩
ノ中
二四
人
大
聖
御
座
ス　
所
」
謂
上
行
無
辺
行
浄
行
安
立
行
也
　
此
ノ
四
人
ハ虚
空
霊
山
諸
」

大
菩
薩
等
　
眼
ラモ合
せ
心
モ不
レ
及
花
厳
経
四
菩
薩
大
日
経
ノ
四
菩
薩
」
金
剛
頂
経
ノ
十
六
大
菩
薩
等
モ　
対
二
此
ノ
四
大
菩
薩
一翡
眼
ノ者
ノ

日
輪
ヲ」
見
ヵ如
シ　
海
人
ヵ黄
帝
二向
奉
ヵ
如
シ　
大
公
等
ノ
四
聖
ノ衆
中
二有
二似
り」
商
山
ノ
四
鵠
ヵ
恵
帝
二仕
二不
レ
異
椀
々
堂
々
ト
シ
テ
尊

高
也
　
釈
迦
」
多
宝
十
方
ノ分
身
ヲ除
奉
ス

一
切
衆
生
ノ善
知
識
ト
モ
タ
ノ
ミ
奉
ヌ
ヘ
シ
」
弥
勒
菩
薩
心
念
ス
ラ
ク
我
ハ仏
ノ太
子
ノ御
時
対

成
道
ョリ
　
今
霊
山
マテ
四
」

０
漢
文
６

（５
紙
裏
　
紙
背
）

十
二
年
ヵ
間
　
此
ノ
界
ノ菩
薩
十
方
世
界
ョリ
　
末
集
せ
シ
諸
大
菩
薩
皆
」
知
タ
リ
　
又
十
方
ノ浄
土
二或
御
使
或
ハ我
卜
遊
戯
孝
其
ノ
國
々
ノ

ロ
蔭
空
人
伝
れ
史
料
と
し
て
几
た
御
聖
氷
紙
脊
夫
者
の
一
方
慕



大
菩
薩
ヲ」
見
聞
せ
り
　
此
大
菩
薩
ノ御
師
ナ
ム
ト
ハ
何
ナ
ル仏
．票
ャ有
ス
ラ
ム
　
ヨ
モ
此
ノ」
釈
迦
多
宝
十
方
ノ分
身
ノ他
．ス
ニ
ル
ヘ
ク
モ
ナ

キ
仏
．ァ
コ
ソ
ヲ
ハ
ス
ラ
メ
」
雨
ノ猛
ヲ見
テ知
二龍
大
一見
二蓮
華
大
一池
ノ深
コト
ラ可
レ知
　
此
等
ノ大
菩
薩
ノ末
」
国
又
誰
卜申
仏
二値
奉
り何
ナ
ル

大
法
ヲカ　
修
習
シ給
ラ
ム
ト
疑
ハシ　
余
ノ不
」
審
サ
ニ
音
ヲ
モ
出
ヘ
ク
モ
ナ
ケ
レ
ト
モ
仏
カ
ニ
テ
ヤ
有
ケ
ム
　
弥
勒
菩
薩
疑
」
云
元
量

千
万
億
ノ大
衆
ノ諸
菩
薩
昔
り所
レ未
二曾
テ見
一　
是
ノ諸
ノ大
威
徳
ノ」

０
漢
文
７

（６
紙
表
　
紙
背
）

意
趣
ニ
モ
不
レ似
　
ヲ
ヒ
タ
ゝ
シ
ク
ヲ
ト
ロ
カ
シ
ヌ
又
始
成
ノ佛
ナ
ラ
ハ
所
」
化
十
方
二充
満
ス
ヘ
カ
ラ
ス
サ
レ
ハ
分
身
ノ徳
ハ備
タ
リ

ト
モ
示
現
子
」
益
ナ
シ　
天
台
云
分
身
既
多
　
営
知
成
仏
久
実
等
二　
大
會
ノ驚
シ心
ヲ」
力
ゝ
レ
タ
リ
　
其
ノ
上
地
涌
千
界
ノ大
菩
薩
大
地
ョリ

出
来
せ
り　
釈
尊
二第

一
ど

御
弟
子
ト
ヲ
ホ
シ
キ
普
賢
文
殊
等
．〓
　
可
」似
ナ
シ
　
華
厳
方
等
」
般
若
法
華
経
宝
塔
品
末
集
せ
ル
大
菩
薩

大
日
経
等
ノ金
剛
薩
妊
」
等
ノ
十
六
大
菩
薩
ナ
ム
ト
モ
　
此
菩
薩
二対
営
スレ
ハ　
称
猥
ノ群
中
二帝
釈
ノ末
給
ヵ」
如
シ　
山
人
二月
卿
等
ノ

マ
シ
ハ
レ
ル
ニ
不
レ異
　
補
処
ノ弥
勒
猶
迷
惑
せ
り
」

③
漢
文
８

（６
紙
裏
　
紙
背
）

厳
経
ノ蓮
華
蔵
世
界
ハ　
十
方
此
土
ノ報
仏
各
々
國
々
ラ́
テ彼
ノ界
ノ仏
此
ノ
土
二末
ご

分
身
ト
ナ
ノ
ス
　
此
ノ界
ノ仏
彼
ノ
界
ヘ
ユ
カ
ス
但
法
慧

等
ノ
大
菩
薩
ノ
ミ
互
二末
會
せ
り　
大
日
」
経
金
剛
頂
経
等
ノ
八
葉
九
尊
丹
七
尊
等
大
日
如
末
ノ化
身
ト
ハ見
レ
ト
モ
其
ノ」
化
身
三
身
円
満
ノ

古
仏
．ス
ア
ラ
ス
大
品
経
ノ
千
仏
阿
弥
陀
経
ノ
エハ
万
諸
仏
イ
」
マ
タ
末
集
ノ
仏
ニ
ア
ラ
ス
　
大
集
経
ノ末
集
ノ
仏
又
分
身
ナ
ラ
ス
　
金
光
明

経
」
四
方
四
仏
ハ化
身
也
惣
単

一
切
経
ノ中
二各
修
各
行
ノ
〓
一身
回
満
ノ諸
仏
ヲ集
テ我
分
」
身
卜
不
レ
説
レ　
今
此
ノ宝
塔
品
ハ此
レ寿
量
品
ノ
遠

序
也
　
始
成
正
覚
四
十
余
」
年
ノ釈
尊

一
劫
十
劫
等
已
前
ノ諸
仏
ヲ集
テ分
身
卜
説
ヶ
ル
サ
ス
カ
平
等
」

本
抄
は
原
本
の
調
査
か
ら
、
日
隆
聖
人
真
筆
の
部
分
は
全
六
紙
で
、
折
日
と
と
じ
穴
の
残
る
と
こ
ろ
か
ら
冊
子
本
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
出
来
る
。
本
紙
の
内
、
第
二
紙
、
第
四
紙
、
第
五
紙
、
第
六
紙
の
表

。
裏
の
紙
背
に
前
掲
の
文
章
が
存
在
す
る
。
た
だ
第
五
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紙
の
紙
背
の
み
、
他
紙
と
は
上
下
逆
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
各
紙
に
は
折
目
が
あ
る
の
で
各
紙
の
表

・
裏
は
切
断
さ
れ
ず
に
連

続
し
て
お
り
、
あ
る
写
本
四
紙
の
紙
背
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
写
本
の
文
章
に
つ
い
て
、
文
中
の
経
文
、
人
物
名
や
引
用
句
か
ら
、
宗
祖
の
御
書
の

一
つ

『開
目
抄
』
の
一
部
で
あ
る
こ
と

が
確
認
出
来
た
。

さ
ら
に
日
隆
聖
人
が
、
身
辺
に
存
在
し
た

『開
目
抄
』
写
本
の
紙
背
を
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
本
興
寺
に
は
聖
人
の

師
と
言
わ
れ
る
日
存
聖
人
と
日
道
聖
人
に
よ
る

『開
目
抄
』
写
本
が
格
護
さ
れ
て
お
嘘
、
試
み
に
両
聖
人
の
写
本
と
紙
背
写
本
を
対

照
し
て
み
る
と
、
後
掲
の
如
く
日
存
聖
人
写
本
の
文
字
に
酷
似
し
て
お
り
、
紙
背
文
書
は
日
存
聖
人
の
筆
蹟
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。こ

の
こ
と
か
ら
、
日
隆
聖
人
の
手
元
に
は
、
完
本
と
し
て
の
日
存
聖
人

。
日
道
聖
人
筆
写
の

『開
目
抄
』
写
本
と
、
日
存
聖
人
が

筆
写
さ
れ
た
も
の
の
何
ら
か
の
理
由
で
反
故
と
な
っ
た
同
抄
写
本
用
紙
が
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
聖
人
の

晩
年
に
近
い
時
点
で
、
か
ね
て
か
ら
保
存
さ
れ
て
い
た
消
息
文
や
写
本
の
反
故
を
再
利
用
し
て
用
紙
と
し
、
本
抄
の
記
事
が
書
か
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
日
隆
聖
人
に
と
っ
て
は
師
匠
と
仰
ぐ
方
の
筆
蹟
の
残
る
紙
背
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
点
に
価
値
を
求
め
ず
に
、

必
要
で
あ
れ
ば
使
用
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
、
こ
れ
は
聖
人
の
教
学
研
究
の
方
法
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

日
蔭
空
人
伝
れ
史
料
と
し
て
几
た
御
聖
教
仏
背
夫
者
の
一
方
幕
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紙
背
文
書
と
日
存
聖
人
筆
写

『開
目
抄
』
と
の
比
較

妨
州
ぃ細
幣
鰹
訟
『開
目抄
』



日
蔭
聖
人
伝
先
史
料
と
し
て
几
た
御
聖
氷
紙
汁
夫
者
の
一
考
慕



〓
一

『御
聖
教
切
九
枚
』
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て

『御
聖
教
切
九
枚
』
は
、
末
尾
に

「奉
修
覆
御
聖
教
　
一豆
巻
　
但
此
度
続
立
切
レ
九
枚
在
之
　
為

一
軸
者
也
　
貞
享
第
三
丙
寅
正
月

十
三
日
　
日
顕

（花
押
と

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
聖
教
修
覆
の
際
に
断
簡
と
し
て
残
さ
れ
た
御
聖
教
九
紙
を

一
軸
に
表
具
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
巻
の
内
容
を
見
る
と
表
Ｖ
の
如
く
十
六
紙
と
な
る
た
め
、
日
顕
師
は
教
義
に
関
わ
る
何
紙
か
を

一
つ

に
ま
と
め
て
数
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
抄
に
は
教
義
的
著
述
の
断
簡
と
教
義
書
を
書
く
た
め
の
構
想
と
見
ら
れ
る
下
書
が
あ

り
、
墨
線
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
異
質
な
資
料
と
し
て
土
地

・
屋
敷
を
買
得
し
た
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

表 V

紙数 法量 表 紙背

32.7 教義

34.0

32.8

33.2

33.8

42。 2

42.2

土地買得台帳

28.8

書状

38。
.4

字典

教義

(法量は横幅寸法・糎、本紙縦25。 0糎 )
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全
十
六
紙
の
中
、
第
十
紙
か
ら
第
十
四
紙
ま
で
の
紙
背
に
文
書
が
あ
り
、
現
状
で
は
土
地

。
屋
敷
買
得
記
録
が
面
に
出
さ
れ
、
抹

消
さ
れ
た
御
聖
教
面
が
紙
背
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
買
得
記
録
す
な
わ
ち

『寺
領
屋
敷
地
所
当
収
納
日
記
』
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て

検
討
し
た
が
、
内
容
は
応
永
三
十
四
年
か
ら
永
享
三
年
の
間
に
土
地
や
屋
敷
を
買
得
し
た
記
録
で
あ
る
。
恐
ら
く
不
用
の
ま
ま
保
存

さ
れ
て
い
た
記
録
の
紙
背
に
聖
人
が
御
聖
教
構
想
の
下
書
を
さ
れ
、
完
成
後
墨
線
で
抹
消
さ
れ
た
ま
ま
伝
来
し
、
日
顕
師
が
修
覆
の

際
に
、
文
字
の
読
め
る
記
録
面
を
表
と
し
て
表
具
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
第
十
四
紙
の
紙
背
に
は
書
状
の
断
簡
が
見
え
る

が
、
宛
先
も
差
出
人
も
不
明
の
た
め
、
内
容
に
つ
い
て
は
今
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

む
　
す
　
び

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
、
本
稿
で
は
三
点
の
紙
背
文
書
に
つ
い
て
、
『御
書
文
段
』
紙
背
か
ら
永
享
六
年
と
同
七
年
の
仮
名
暦
と

『開
目
抄
文
段
』
の
草
稿
を
、
『玄
文
止
諸
御
抄
出
処
』
の
紙
背
か
ら
日
存
聖
人
筆
写

『開
目
抄
』
写
本
の

一
部
を
、
『御
聖
教
切
九

枚
』
の
紙
背
か
ら

「寺
領
屋
敷
地
所
当
収
納
日
記
」
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。

①

『御
書
文
段
』
に
仮
名
暦
の
紙
背
を
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
文
段
と
い
う
表
現
形
式
が
、
書
き
出
し
の

一
行
日
か
ら
左
側
に

次
々
と
書
き
続
け
て
、
完
成
時
に
は
横
長
の
形
に
な
る
こ
と
か
ら
用
紙
と
し
て
便
利
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合

『当
体
義
抄
文
段
』
は
、
暦
の
日
付
順
に
長
い
ま
ま
の
用
紙
の
裏
を
利
用
さ
れ
た
の
で
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
『報
恩
抄

文
段
』
に
つ
い
て
は
、
年
間
の

一
月

一
日
～
二
月
二
十

一
日
、
八
月
十
八
日
～
十

一
月
二
十
八
日
、
五
月
二
十
四
日
～
八
月
十

七
日
の
三
部
分
に
切
断
し
た
も
の
を
、
上
下
互
い
違
い
に
貼
り
合
わ
せ
た
状
態
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
元
の
暦
の
状
態
が
悪
く

使
え
る
部
分
を
残
し
て
貼
り
継
い
だ
の
か
と
も
考
え
て
い
る
。
ま
た
暦
の
年
時
か
ら
表
の
文
段
の
筆
記
年
時
が
分
か
る
で
あ
ろ

曰
蔭
空
人
伝
れ
文
計
と
し
て
几
た
御
空
氷
紙
脊
夫
者
の
一
考
案
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う
か
。
暦
は

一
年
間
使
用
す
れ
ば
不
用
と
な
る
た
め
、
暦
年
時
の
翌
年
に
は
使
用
出
来
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
『報
恩
抄
文

段
』
は
永
享
八
年
、
『当
体
義
抄
文
段
』
は
永
享
七
年
の
筆
と
な
る
が
、
翌
年
に
使
用
さ
れ
た
確
証
は
な
く
、
夫
々
暦
の
年
以

後
の
成
立
を
証
明
す
る
の
み
で
、
『本
尊
問
答
抄
文
段
』
に
見
え
る

「永
享
八
年
九
月
下
旬
」
の
日
付
を
補
強
す
る
こ
と
と

な

っ
た
。
ま
た
こ
の
暦
を
聖
人
が
自
ら
使
用
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
の
社
会
で
広
く
利
用
さ
れ
て
い
た
暦
が

聖
人
の
身
辺
に
も
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。

②

『本
門
取
要
抄
文
段
』
紙
背
に

『開
目
抄
文
段
』
の
草
稿
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
完
成
し
た
同
文
段
と
の
比
較
が
可
能
で
あ

る
。
日
隆
聖
人
の

『御
書
文
段
』
が
、
宗
祖
御
書
の
大
意

。
大
綱
を
つ
か
む
こ
と
を
目
的
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
聖
人
の

教
学
研
究
過
程
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

③

『玄
文
止
諸
御
抄
出
処
』
が
日
存
聖
人
筆
写

『開
目
抄
』
写
本
の
紙
背
を
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
筆
記
用
具
と
し

て
の
和
紙
が
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
為
に
自
分
の
師
匠
の
筆
蹟
が
残
る
写
本
で
あ

っ
て
も
用
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
聖
人
が
自
ら
の
研
究
成
果
を
記
述
し
残
さ
れ
る
こ
と
に
強
い
意
欲
を
持
た
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

④

『御
聖
教
切
九
枚
』
の
中
に
は
、
御
聖
教
の
断
簡
と

「寺
領
屋
敷
地
所
当
収
納
日
記
」
が
あ
る
。
墨
線
で
抹
消
さ
れ
た
御
聖
教

の
部
分
は
、
前
記
の

『開
目
抄
文
段
』
同
様
に
草
稿
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
土
地
や
屋
敷
を
買
得
し
た
記
録
は
、
日
隆
聖
人
が
教

学
研
究
と
布
教
活
動
の
中
で
、
現
実
に
社
会
に
働
き
か
け
ら
れ
た
有
様
を
想
像
さ
せ
る
資
料
で
あ
り
、
室
町
時
代
の
社
会
経
済

史
の
史
料
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
四
点
が
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
聖
人
の
伝
記
研
究
に
も
い
く
つ
か
の
新
知
見
を
加
え
る
こ
と
が
出
来

た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
だ
多
く
の
御
聖
教
が
未
調
査
で
あ
り
、
今
後
に
残
さ
れ
た
大
き
な
研
究
課
題
で
あ
る
。
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王ヽ

（１
）
日
隆
聖
人
の
伝
記
書
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『日
隆
聖
人
略
伝
』
（東
方
出
版
　
昭
和
六
十
年
）
三
二
八
頁
以
下
に
紹
介
し
て
い

る
。
伝
記
書
の
中
で
中
心
と
な
る
の
は
日
寛
師

『開
祖
徳
行
記
』
と
、
こ
れ
に
対
す
る
日
芳
師

『開
祖
徳
行
記
試
評
』
『日
隆
大

聖
人
御

一
代
徳
行
講
演
抄
』
、
そ
し
て
伝
記
と
し
て
古
く
か
ら
の
伝
承
を
含
ん
で
い
る
日
庸
師

『開
祖
略
縁
起
』
を
挙
げ
た
い
。

日
芳
師

『試
評

（私
評
と

で
は
、
日
寛
師
の
伝
記
を
批
評
し
、
ま
た
日
庸
師
の
伝
記
も
引
用
し
て
い
る
。
「開
祖
徳
行
記
試
評
」

亀
興
隆
学
林
紀
要
』
第
二
号
　
昭
和
六
十
三
年
）
八
頁
参
照
。

（２
）
平
成
十
八
年
度
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
口
頭
発
表

「御
聖
教
に
関
す
る

一
考
察
―
日
隆
聖
人
伝
記
資
料
と
し
て
の
可
能
性

に
つ
い
て
―
」
尚
、
「御
聖
教
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
平
宏
龍
稿

「本
興
寺
格
護
の
御
聖
教
に
つ
い
て
」
翁
歴
史
と
宝

物
』
大
本
山
本
興
寺
　
昭
和
五
十
六
年
）
以
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（３
）
大
平
宏
龍

「
日
隆
聖
人
著

『御
書
文
段
』
私
考
」
翁
興
隆
学
林
紀
要
』
第
四
号
　
平
成
二
年
）
に
お
い
て
本
稿
で
と
り
あ
げ
た

文
段
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（４
）
大
平
宏
龍

「本
興
寺
二
十
八
世
日
顕
上
人
の
御
聖
教
修
覆
事
業
に
つ
い
て
」
翁
宗
門
史
談
』
創
刊
号
　
昭
和
四
十
八
年
）
に
修

覆
事
業
の
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（５
）
巻
数
の
順
序
は
、
株
橋
諦
秀

「日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
」
亀
桂
林
学
叢
』
第
四
号
　
昭
和
三
十
八
年
）
「御
書
文
段
集
」
の
項
に

よ

る

。

（
６
）
『守
護
国
家
論
』
本
文
は
、
『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第

一
巻
八
九
頁
以
下
を
参
照
。
尚
、
日
隆
聖
人
の
科
文
は
、
『日
隆

聖
人
文
段
主
要
御
書
全
』
（法
華
宗
宗
務
院
　
平
成
十
九
年
三
版
）
三

一
九
頁
以
下
に
み
え
る
。

日
蔭
空
人
伝
れ
史
料
と
し
て
几
た
御
空
氷
紙
背
夫
者
の
一
考
慕
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（７
）
内
田
正
男
編
著

『日
本
暦
日
原
典
』
（雄
山
閣
　
昭
和
五
十
年
）
に
よ
る
。
尚
、
文
段
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
註

（５
）
引

用
論
考
で
は
永
享
八
年
と
し
、
註

（３
）
引
用
論
考
で
は

「ほ
ぼ
同

一
時
代
の
筆
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
紙
背
の
暦
も
永
享
年
間
の
も
の
と
推
測
し
、
永
享
元
年
～
同
十
年
の
間
の
月
の
大
小
と
朔
日
の
干
支
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

（８
）
註

（６
）
引
用
書
。

（９
）
買
資
料
紹
介
〉
　

日
隆
聖
人
著

『玄
文
止
諸
御
抄
出
処
Ｌ

（『桂
林
学
叢
』
第
二
十
三
号
　
平
成
二
十
四
年
）
。
尚
、
本
抄
の
翻
印

が
平
島
盛
龍
師
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
翻
印
稿
解
題
に
お
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（１０
）
大
平
宏
龍

「
『文
句
要
伝
』
『玄
文
止
諸
御
抄
出
処
』
私
考
」
翁
興
隆
学
林
紀
要
』
第
五
号
　
平
成
三
年
）

（１１
）
０
～
ω
の
断
簡
は
、
巻
子
本
の
紙
背
の
順
に
掲
げ
た
が
、
宗
祖
の

『開
目
抄
』
と
対
比
し
て
見
る
と
、
御
遺
文
で
は
０
０
０

０
０
０
０
０
の
順
と
な
り
、
こ
の
間
の
文
章
に
脱
落
し
た
箇
所
は
見
ら
れ
な
い
。
『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第

一
巻
五
七
〇

頁
～
五
七
四
頁
、
参
照
。

（・２
）
日
存
聖
人
筆
写

『開
目
抄
』
上
下
、
応
永
廿
三
年
七
月
十
七
日
。
日
道
聖
人
筆
写

『開
目
抄
』
上
、
応
永
十
六
年
霜
月
四
日
。

尚
、
別
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
日
隆
聖
人
の

『開
目
抄
文
段
』
に
引
用
さ
れ
た
御
遺
文
は
、
日
存
聖
人

『開
目
抄
』

の
文
章
と

一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
現
在
の

『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
中
の

『開
目
抄
』
と
は
文
言
の
異
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（・３
）
日
隆
聖
人
は

『二
帖
抄
』
に

「此
の
意
を
以
て
当
宗
に
は
縦
ひ
師
匠
の
事
な
れ
ど
も
自
力
寄
特
を
云
ふ
を
ば
之
を
誠
め
、
依

法
不
依
人
と
信
心
を
取
て
法
の
邪
正
に
よ
つ
て
師
の
善
悪
を
も
沙
汰
す
る
間
、
日
蓮
薩
埋
の
徳
行
こ
れ
な
し
。
猶
以
て
信
心
を
至

す
な
り
」
と
あ
つ
て
、
師
匠
の
こ
と
に
つ
い
て
も
信
心
の
日
で
見
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
法
華
宗
教
学
研
究
所
編

『法
華
宗

名
目
見
問
題
号
釈
』
（法
華
宗
宗
務
院
　
昭
和
四
十
七
年
）
四
十
八
頁
参
照
。

（・４
）
註

（４
）
引
用
論
考
に
、
当
時
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。



（・５
）
拙
稿

「日
隆
聖
人
伝
補
填
の

一
史
料
―

「寺
領
屋
敷
地
所
当
収
納
日
記
」
に
つ
い
て
―
」
翁
興
隆
学
林
紀
要
』
第
二
号
　
昭
和

六
十
三
年
）

（・６
）
渡
辺
敏
夫

『日
本
の
暦
』
（雄
山
閣
　
昭
和
五
十

一
年
）

一
四
七
頁
以
下
参
照
。
尚
、
現
存
し
て
い
る
具
注
暦

。
仮
名
暦
に
つ

い
て
整
理
し
た
成
果
と
し
て
、
厚
谷
和
雄
編

「暦
史
料
編
年
目
録
稿
」
弯
具
注
暦
を
中
心
と
す
る
暦
史
料
の
集
成
と
そ
の
史
料
学
的

研
究
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
　
平
成
二
十
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
永
享
年
間
の
仮
名
暦
は
、
二
年
、
三
年
、
八
年
、
九

年
、
十
年
、
十

一
年
の
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
文
段
の
紙
背
に
見
え
る
、
永
享
六
年

・
七
年
の
暦
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（・７
）
註

（３
）
引
用
論
文
参
照
。

付
記
　
本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
お
い
て
、
「御
聖
教
紙
背
文
書
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
と
題

し
て
発
表
せ
る
も
の
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

尚
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り

『本
門
取
要
抄
文
段
』
の
紙
背
文
書
の
読
解
に
つ
い
て
、
大
平
宏
龍
先
生
よ
り
多
く
の
御
教
示

を
得
た
。
こ
こ
に
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉
　

日
隆
聖
人
伝
　
　
御
書
文
段
　
　
玄
文
止
諸
御
抄
出
処
　
　
開
目
抄
　
　
仮
名
暦

日
蔭
聖
人
伝
れ
史
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と
し
て
几
た
御
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紙
背
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